
旭川市と旭川市内郵便局との包括連携に関する協定書 

 

 

 旭川市（以下「甲」という。）と別表に掲げる旭川市内郵便局（以下「乙」という。）は，市民

サービスの向上や地域の一層の活性化等に向けて，相互に連携・協力しながら協働事業に取り組む

こととし，次のとおり包括連携に関する協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は，甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して，市民サービス

の向上並びに地域の安心・安全の確保及び活性化を図ることを目的とする。 

 

（連携・協力事項） 

第２条 甲及び乙は，前条の目的を達成するため，連携して次に掲げる事項について，業務に支障

のない範囲で，取り組むものとする。 

 （１）安全・安心な暮らしに関すること。 

 （２）地域の福祉及び子育てに関すること。 

 （３）地域社会・地域経済の活性化に関すること。 

 （４）その他，甲及び乙の協議により必要と認められる事項。 

 

（免責） 

第３条 甲及び乙は，第２条の規定による協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれに

おいても，その責任を負わないものとする。 

 

（個別協定等） 

第４条 第２条に掲げる連携・協力事項を実施するため，必要に応じ個別協定等を締結することが

できる。 

 

（守秘義務） 

第５条 甲及び乙は，第２条に定める連携・協力事項の検討及び実施により知り得た相手方の秘密

情報を，相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。 

２ 甲及び乙は，本協定が理由の如何を問わず終了した後も，前項に定める秘密保持の責任を負う

ものとする。 

 

（有効期間） 

第６条 本協定の有効期間は，本協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし，本

協定の有効期間が満了する日の１か月前までに，甲又は乙が書面により特段の申出を行わないと

きは，有効期間が満了する日の翌日から１年間本協定は更新され，その後も同様とする。 

 

 

 



（協議） 

第７条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は，甲乙協議の

上，決定するものとする。 

 

 本協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙それぞれ署名の上，各自その１通を保有す

るものとする。 

 

  平成３０年１月３１日 

 

                甲 旭川市 

                  旭川市長          西 川 将 人 

                                （ 署 名 ） 

 

 

 

                乙 日本郵便株式会社  

                  代表 旭川中央郵便局長   吉 川   洋 

                                （ 署 名 ） 

 

 

 

                     上川地区連絡会地区統括局長 

                     旭川緑南郵便局長   細 山   諭 

                                （ 署 名 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
別表 

    

     
協定郵便局一覧 

   

     

 
局名 〒 住所 

 

 
旭川中央郵便局 070-8799 旭川市六条通６－２８－１ 

 

 
旭川東郵便局 078-8799 旭川市東旭川町共栄９８－４ 

 

 
永山郵便局 079-8799 旭川市永山二条１８－２－２２ 

 

 
東旭川郵便局 078-8251 旭川市東旭川北一条６－１－４ 

 

 
西神楽郵便局 071-0173 旭川市西神楽北一条２－２３０－３ 

 

 
豊田郵便局 078-1272 旭川市東旭川町豊田５７４－７ 

 

 
千代ヶ岡郵便局 078-8381 旭川市西神楽一線２４－４６５－２４ 

 

 
旭正郵便局 078-8368 旭川市東旭川町旭正３１８－１ 

 

 
旭山動物園前郵便局 078-8203 旭川市東旭川町日ノ出２７３ 

 

 
旭川豊岡十四条郵便局 078-8244 旭川市豊岡十四条７－３－１０ 

 

 
旭川五条郵便局 078-8215 旭川市五条通１８－５２１ 

 

 
旭川宮下郵便局 078-8330 旭川市宮下通２１－左７ 

 

 
旭川豊岡郵便局 078-8234 旭川市豊岡四条１－３－１９ 

 

 
旭川南六条通郵便局 078-8348 旭川市東光八条１－１－９ 

 

 
旭川東光郵便局 078-8349 旭川市東光九条３－２－１４ 

 

 
旭川豊岡東郵便局 078-8236 旭川市豊岡六条４－２－４ 

 

 
旭川東光四条郵便局 078-8344 旭川市東光四条２－３－１８ 

 

 
旭川緑が丘郵便局 078-8303 旭川市緑が丘三条３－１ 

 

 
旭川豊岡四条郵便局 078-8234 旭川市豊岡四条６－６－８ 

 

 
旭川神楽岡五条郵便局 078-8315 旭川市神楽岡五条５－４－１３ 

 

 
旭川千代田郵便局 078-8345 旭川市東光五条７－７－７ 

 

 
旭川十条郵便局 078-8220 旭川市十条通２３－２－４ 

 

 
旭川緑南郵便局 078-8804 旭川市緑が丘東四条１－３－１８ 

 

 
旭川東光南郵便局 078-8354 旭川市東光十四条６－２－３ 

 

 
旭川東光一条郵便局 078-8341 旭川市東光一条４－２－８ 

 

 
旭川二条郵便局 070-0032 旭川市二条通６－左３ 

 

 
旭川三条郵便局 070-0033 旭川市三条通１３－８１５－１ 

 

 
新旭川郵便局 070-0028 旭川市東八条３－２－１２ 

 

 
旭川七条郵便局 070-0037 旭川市七条通１４－左９ 

 

 
旭川九条郵便局 070-0039 旭川市九条通９－右１０ 

 

 
旭川神楽郵便局 070-8005 旭川市神楽五条４－２－６ 

 

 
旭川金星橋郵便局 070-0023 旭川市東三条３－１－１２ 

 

 
旭川神楽岡郵便局 070-8006 旭川市神楽六条１４－２－９ 

 



 
 

旭川新富郵便局 070-0002 旭川市新富二条１－５－９ 

 
旭川駅内郵便局 070-0030 旭川市宮下通８－３－１ 

 

 
旭川大町郵便局 070-0841 旭川市大町一条３ 

 

 
旭川一条西郵便局 070-0031 旭川市一条通２－右１０ 

 

 
旭川神居郵便局 070-8012 旭川市神居二条１１－１－１１ 

 

 
旭川旭町郵便局 070-0831 旭川市旭町一条８ 

 

 
旭川神居三条郵便局 070-8013 旭川市神居三条４－２－１０ 

 

 
旭川近文郵便局 070-0823 旭川市緑町１９－２１４８－４５ 

 

 
旭川四条西郵便局 070-0054 旭川市四条西３－１－１４ 

 

 
旭川住吉郵便局 070-0865 旭川市住吉五条２－３－３７ 

 

 
旭川川端郵便局 070-0813 旭川市川端町三条７－１－２８ 

 

 
旭川北門郵便局 070-0825 旭川市北門町１５－２１４５ 

 

 
旭川忠和郵便局 070-8044 旭川市忠和四条５－４－７ 

 

 
旭川神居東郵便局 070-8012 旭川市神居二条２１－８５－１６ 

 

 
旭川春光六郵便局 070-0871 旭川市春光一条９－１４－２ 

 

 
旭川北郵便局 071-8131 旭川市末広一条７－１－２５ 

 

 
永山西郵便局 079-8415 旭川市永山五条２－４－１０ 

 

 
東鷹栖十線郵便局 071-8161 旭川市東鷹栖十一線２２－２７７６－２２ 

 

 
旭川春光郵便局 070-0874 旭川市春光四条６－４－１ 

 

 
永山南郵便局 079-8417 旭川市永山七条６－５－３ 

 

 
旭川末広郵便局 071-8134 旭川市末広四条３－５－１３ 

 

 
旭川春光台郵便局 071-8143 旭川市春光台三条４－１－１ 

 

 
東鷹栖郵便局 071-8111 旭川市東鷹栖東一条３－２７２－２４ 

 

 
旭川末広五条郵便局 071-8135 旭川市末広五条１０－８－１１ 

 

 
永山七条郵便局 079-8417 旭川市永山七条１２－５－４ 

 

 
江丹別郵便局 071-1173 旭川市江丹別町中央１０５ 

 
 


